
標準仕様書改正等対応表

機能要件 帳票要件

印字項

目・諸元

表

帳票レイ

アウト

業務フ

ローツ

リー図

照会/共有 修正方針 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など

1 令和７年度 省令改正

なし
その他

個人情報保護の観点から、納税通知書に「同一世帯で同居の納税義務者の有無」を事情に応

じ表記しない。
○ ● ● 0100047 納税通知書

同一世帯で同居の納税義務者の有無（実装必須項目） 同一世帯で同居の納税義務者の有無（標準オプション項目） 照会 本帳票について、「同一世帯で同居の納税義務者の有

無」を標準オプション項目とする方針について、ご意見

をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 賛成 個人情報保護の観点から、必要がある場

合のみの記載で足りると思うため。

賛成 賛成 賛成 必須で必要とはしていないため。個人情

報保護の観点から入れなくても良い。

賛成 賛成 特になし 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回答

は控えます。

賛成 標準オプション機能として分割するので

あれば賛成。

賛成 賛成 賛成 賛成 諸元表には「郵便料の圧縮のため」と記

載がありますが、所得情報がすべてわか

る納税通知書を同一世帯だからといって

同封するのは問題があると思います。 概ね賛成であるため、「同一世帯で同

居の納税義務者の有無」を標準オプ

ション項目といたします。

2 令和７年度 省令改正

なし
その他

機能ID：0100670で、検索条件の中に「旧住所」が存在します。個人住民税としては賦課期

日時点もしくは最新住所（帳票発送用）が必要と考えており、旧住所の確認は主に賦課資料

突合や回送時に必要であり、対象者ありきで旧住所を検索するものと考えています。旧住所

だけで検索する状況は考えにくいですが、どういった運用を想定されていますでしょうか。

また、対象者を特定した上で宛名等で転居前住所や転入前住所の確認ができれば問題ないの

であれば条件から除外もしくは補足記載をお願いできませんでしょうか。

○ ● 0100731 検索条件

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、外国人通称名カナ、併記名）

・旧姓（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、併記名）

・事業所名（カナ・漢字・アルファベット）

・課税対象となる年度

・生年月日

・性別

・住所（現住所、賦課期日住所）

・旧住所
・住民番号

・通知書番号

・個人番号

・法人番号

・事業所の指定番号

・特別徴収の税額決定通知書で使用している宛名番号

・eLTAXの納税者ID

・口座番号

・口座名義人名（カナ）

・住民区分（住登内・住登外・日本人・外国人）

・課税資料（資料番号・資料名）

・世帯番号

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・氏名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、外国人通称名カナ、併記名）

・旧姓（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、併記名）

・事業所名（カナ・漢字・アルファベット）

・課税対象となる年度

・生年月日

・性別

・住所（現住所、賦課期日住所）

 ・旧住所
・住民番号

・通知書番号

・個人番号

・法人番号

・事業所の指定番号

・特別徴収の税額決定通知書で使用している宛名番号

・eLTAXの納税者ID

・口座番号

・口座名義人名（カナ）

・住民区分（住登内・住登外・日本人・外国人）

・課税資料（資料番号・資料名）

・世帯番号

照会 機能ID0100731の検索条件から「旧住所」を削除し、標

準オプション機能として分割する方針について、ご意見

をお願いいたします。

①賛成

②反対

＜機能ID0100731の下に追加を想定＞

下記の検索項目での検索ができること。

＜検索項目＞

・旧住所

反対 令和6年4月に開催された第4.0版に向けた

WTにおいても同じ照会がありましたが、

旧住所が税務共通の機能ID：0160003に

定義された前住所（転入前・転居前住

所）を指す場合、必須と考えます。

給与支払報告書には退職時の住所が記載

される場合があり、課税資料の住所は現

住所や賦課期日住所とは限りません。

課税資料と個人の紐づけのために宛名情

報を検索する際に、現住所や賦課期日住

所で紐づけができない場合は前住所を検

索条件とする運用を想定しています。

賛成 賛成 旧住所だけで検索する状況は考えにくい

ため。

反対 宛名特定を行う際に旧住所で検索するこ

とも考えられるため。

賛成 賛成 旧住所の検索は現在もしたことがない。

対象者を特定した上で宛名等で転居前住

所や転入前住所の確認ができれば問題な

い。

賛成 賛成 特になし 賛成 滞納管理の際に、滞納者が転出した際も

（現住所は住当外、宛名番号は住当外宛

名番号）、本人特定のための情報として

使用されているということはないか。

市町村の実務に関する事項のため、回答

は控えます。

賛成 標準オプション機能として分割するので

あれば賛成。

賛成 賛成 賛成 賛成 異論ございません。

概ね賛成であるため、機能ID0100731

の検索条件から「旧住所」を削除し、

標準オプション機能として分割いたし

ます。

3 令和７年度 省令改正

なし
その他

令和6年度以降、個人住民税の賦課と併せて森林環境税も賦課を行うことになります。

令和5年度以前は、森林環境税の賦課を行わないため、帳票（例えば、納税通知書のタイト

ルや、納付書、納税証明書の税目名など）に森林環境税という表現をするのは適切ではない

と考えております。（賦課、収納、滞納帳票それぞれ同様の考えです）

地方税施行規則においても令和５年度分までのものは従前の例（森林環境税の表記のない旧

様式）によることとされています。

地方税法施行規則 附 則〔令和五年三月三一日総務省令第三六号抄〕

第二条第二項

新規則第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式

及び第十九号様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び

森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税に

ついては、なお従前の例による。

税務システム標準仕様書の中で、上記のような内容が機能要件や帳票印字項目・諸元表から

読み取れなかったのですが、標準準拠システムの実装としては、令和6年度以降と令和5年

度以前で税目名称の切替は、ベンダーが任意で実装する、しないが選択できる要件でしょう

か。

それとも、規則に定めがある内容のため、標準仕様書に記載するまでもなく実装は必須の要

件というものになるでしょうか。

○ ● ● 0100047 納税通知書

ー 納税通知書については、諸元表の編集例に森林環境税が無い年度の記載を追加する。 照会 諸元表の編集例に森林環境税が無い年度の記載を追加す

る方針について、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 賛成 税の内訳は、可能な限りわかりやすく記

載した方が良いと思うため。

賛成 賛成 賛成 市民からの問合せで森林環境税は何かと

いうことをよく受けるので無い年度に関

しては無くしてほしい。

賛成 賛成 特になし 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回答

は控えます。

賛成 「改正・要望内容」の通り。 反対 賛成 賛成 地方税施行規則に以下の文面があるため

「令和５年度分までのものは従前の例

（森林環境税の表記のない旧様式）によ

ることとされています。」

反対 以前デジタルPMOツールで類似質問をし

ましたところ、考慮不要との回答をいた

だいております。

概ね賛成であるため、諸元表の編集例

に森林環境税が無い年度の記載を追加

いたします。

4 省令改正

なし
その他

納税通知書の問い合わせにFAX番号があるが、他税目含め他の帳票にはFAX番号の記載は無

く、実務上も住民が電話確認等をせずFAX番号をいきなり使用するケースは考えにくい上、

資料誤送付による情報の流出など懸念されることから、FAX番号の掲載については廃止す

る。

● 0100047 納税通知書

納税通知書の印字項目・諸元表

項番135 FAX番号

実装必須項目

削除 照会 FAX番号を削除する方針について、ご意見をお願いいた

します。

①賛成

②反対

賛成 賛成 賛成 当市でもFAXで問い合わせを受けるケー

スは想定していないため。

賛成 賛成 賛成 資料誤送付による情報の流出を防ぐため

にも必要ないと考える。

賛成 賛成 特になし 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回答

は控えます。

反対 実装必須項目としては過剰と考えるが、

標準オプション項目の位置づけで分割し

てはどうか。

賛成 賛成 ただし、既に実装済みのため削除ではな

くオプション項目として定義を希望しま

す。

賛成 納税通知書の問合せでFAXで資料のやり

取りを行うことがないため。

賛成 削除するというよりも記載内容の柔軟性

をもたせるべきではないでしょうか。

FAX番号はあくまでも事例で、問い合わ

せ先として３行分自由出力が望ましいと

考えます。 概ね賛成であるため、FAX番号を削除

いたします。

5 省令改正

なし
その他

納税通知書の印字項目・諸元表の項番148 全期前納報奨金を標準オプション項目にするに伴

い、

計算結果として関連する項番149 全期前納差引納付額についても標準オプション項目とす

る。 ● 0100047 納税通知書

納税通知書の印字項目・諸元表

項番149 全期前納差引納付額

実装必須項目

納税通知書の印字項目・諸元表

項番149 全期前納差引納付額

標準オプション項目

照会 全期前納差引納付額標準オプション項目とする方針につ

いて、ご意見をお願いいたします。

①賛成

②反対

賛成 賛成 賛成 納税者の混乱を避けるためにも、必要が

ある場合のみの記載で良いと思うため。

賛成 賛成 賛成 使用頻度が少ないため。 賛成 賛成 特になし 賛成 市町村の実務に関する事項のため、回答

は控えます。

賛成 「改正・要望内容」の通り。 賛成 賛成 賛成 「項番149 全期前納差引納付額」を現在

の通知書に使用していないのであれば、

賛成。

（帳票用紙および帳票定義体の修正を行

わなくて良いのであれば）

賛成 異論ございません。

概ね賛成であるため、全期前納差引納

付額を標準オプション項目といたしま

す。

WT構成員（P市）ご回答欄 WT構成員（Q市）ご回答欄 WT構成員（R市）ご回答欄 WT構成員（S市）ご回答欄

対応方針

WT構成員（B市）ご回答欄 WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄WT構成員（A市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄 WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（G市）ご回答欄 WT構成員（H市）ご回答欄 WT構成員（I市）ご回答欄 WT構成員（J市）ご回答欄 WT構成員（K市）ご回答欄 WT構成員（L市）ご回答欄 WT構成員（M市）ご回答欄 WT構成員（N市）ご回答欄 WT構成員（O市）ご回答欄

標準仕様書見直

し不要の理由

標準仕様書

への反映
備考

事務局案

#

改正・要望内容 標準仕様書改定内容

改正年度 施行日 分類 改正・要望内容

仕様書分類

ID 要件名 要件（変更前） 要件（変更後）


